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従来の維持・拡大路線から脱却し、現有施設の有効活用

関係事業者との連携により、連絡管や共同浄水場、配水池など広域での運用形態を活用した水道システム
の構築

施設再構築を契機とした取排水系統の再編や浄水処理の高度化、送水施設のバックアップの確保

今後のまちづくりの方向性（コンパクト化）をも考慮に入れ、施設を効率的に再配置

水道施設の再構築に向けた取組検討

再
構
築

【拡大安定期 ⇒ 縮小再編期】 【施設再構築（集約化・効率化】

これまでの水道施設は、新規又は拡張のため、将来の最大値に向けて整備されてきた。

一方、日本の人口は減少に転じ、もはや水需要の伸びが見込める状況にはない。

今後、水道施設の更新を進めるにあたっては、ダウンサイジングを踏まえた、強靱で、省エネ、省コストに配
慮した持続的な施設の再構築が必要。

水道施設の再構築（集約化・効率化）

7

アセットマネジメントに関する取り組み状況

厚生労働省は、平成21年7月7日に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する
手引き」を作成。
中小規模の水道事業者においては、手引きが詳しいためすぐに実践するには活用しにくい面も

あると考えられることから、アセットマネジメント実践のための「簡易支援ツール」を作成し、平成
25年6月に公表。
全ての都道府県で「簡易支援ツール」に関する講習会等を実施し、水道事業者のアセットマネジ
メントへの取組を推進。
アセットマネジメントの実施率は、平成24年度の約３割から平成27年度の約７割と増加。

アセットマネジメントの実施状況

注）実施事業者数には実施中の事業者も含まれる （平成28年1月末時点） 8
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この図表にはもうひとつの特徴がある。まずは償却資産が年々増加していることだ。1998
年度に 25 兆円だったものが 2013 年度には 40 兆円を超えた。そして、未償却残高つまり水

道インフラの正味の資産は 15 年前からほぼ一定の水準を保っている。この間、給水人口は

2008 年度まで緩やかに増加、以降減少傾向に転じているが、変動幅は小さい。よって、給

水人口 1 人当たりでみれば正味財産に大きな変動はない。 

他方、住民の高齢化や節水機器が普及したことなどの理由で、上水道の年間総配水量は

減少傾向を辿っている。図表 3 は、2001 年度以降の年間総配水量と、図表 2 で示した償却

資産を年間配水量で割った 1m3 当たり償却資産の推移をみたものである。償却資産が増加

する一方で年間総配水量は減少していることから、1m3当たり償却資産は年々増加傾向を辿

っている。つまり、年間総配水量が減っているのに償却資産が増え、結果として配水効率

が悪化しているのである。 

 

図表３. 年間総配水量と、配水量１ｍ3当たり償却資産の推移 

 
出所：地方財政状況調査表から大和総研作成 

 

 

  

                                                                                                                                                  
 
 
所となっている水道統計は民営の水道事業も含む。そして簡易水道は含まれない。地方財政状況調査表と

水道統計で対象範囲に若干のズレがある点に留意されたい。 
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（４）水源 

平成 20（2008）年度の上水道の年間取水量は 1,222.2 百万㎥で、平成 4（1992）
年度の 1,419百万㎥をピークに減尐傾向が続いています。その内訳は河川水 1,156.4
百万㎥（94.6％）、地下水 65.8百万㎥（約 5.4％）です。河川からの取水量のうち 1,105.5
百万㎥は淀川に依存しており、これは上水道の年間取水量の 90.5％を占めています。
また、地下水の取水量は漸減傾向にあります。 
このように、府域水道の水源は、淀川への依存割合が 9割を超えており、水源や
浄水場が一極集中しています。 

なお、市町村水道が保有する水源（地域自己水）は、水量は尐ないものの府内各

地に分散しており、地域の安定給水における貴重な水源であるといえますが、これ

までの間、徐々に減尐してきており、今後も水質問題などによって減尐する可能性

があります。 

 

図－4.1 府域水道の水源の状況 
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